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有識者会議

条例（案）の作成

議会審議・議決

基本指針の検討・作成

R6.5 R6.6 R6.7R5.11 R5.12 R6.1 R6.2 R6.3 R6.4

今後のスケジュール

神戸市AI活用アドバイザー

有識者会議後

１．有識者会議について
・有識者会議としての会議開催は本日で終了
・基本指針・リスクアセスメントの項目を策定するために、必要な内容は各委員に対して個別にヒアリング等を実施

２．基本指針の検討
・条例議決後（R6年４月）、引き続きAI活用アドバイザーの就任にご承諾いただける場合は、来年度、基本指針について
ご意見を聴取する予定
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１．意見募集結果 

 

案件名 (仮称)神戸市における AI の活用等に関する条例(案)について 

意見数 １件 

 

２．概要 

（１）提出者 

    市内の AI 関連技術の研究開発を行っている企業 

  

（２）内容 

   AI 活用の基本的な方針を決定いただくにあたり、AI 関連技術の研究開発を行っている民間企

業の立場からコメントを申し上げさせていただきます。 

 

● リスク・懸念については神戸市に限らず国政・県政・市政を問わず公共セクターにとってほぼ共通

の内容でもあり、特に我々が申し上げることはありませんが一方でメリット・目的については「神

戸市立学校において AI の活用」を除いて「市政業務の効率化」という一般的な表現のみに

当資料では留まっている点が気になりました。 

 

● 背景として、従来の ICT 技術は「効率化を通じた生産性の向上」がその導入効果と言えました

が、AI 技術の価値はこれらとは異なり「効率化」だけではなく、「業務遂行能力の向上」など

「人的資本ストックの拡大」に資する効果なども視野に入れて新たな効果を探索していくこと

が重要でないかと考える次第です。 

 

● とはいえ、「人的資本」に資する効果など、無形のものを評価するのは容易ではなく、基本的

な方針決定されるにあたって言及するのは簡単ではありませんが、市役所内で検討される「AI

技術適用プラン」を可能な限り公開いただき民間企業側と協働のもとで、さらなるアイディア

を生み出していく機会として捉えていただければ嬉しく存じます。 

  

     最後に細かな点ですが 

● 「対象は神戸市及び市の業務を請負・受託する事業者」と記述されていますが、一方で目的の

①の記述が市政の業務遂行に限らない漠然とした表現のように受け取りました。この 30 年間

を通じて、経済社会の中心的課題は、工業社会から知識社会への移行であると考えますが、

神戸市が「市政業務における AI 活用」に積極的に取り組まれていることに注目しており、

「AI の社会適用」について闊達な議論をリードいただければと願っております。 

 

R6.1.12 

有識者会議資料 

資料１ 
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「 基本理念」 に対する意見 

   

 

３ ． 基本理念について 

 ・ 基本理念と し て掲げる内容に不備がないか 

 

№１  

意見 

目的について、生物多様性や人工的な道路・施設の資産の保全なども対象として良いので

はないか 

市の見解 

・条例（ 案） に反映予定 

 基本理念に「持続可能な社会実現」と記載があり、「生物多様性」「資産の保全」などを

含むものとして位置付ける。「（ １ ） 目的」としてではなく、リスクアセスメントの対象として反

映を検討 

 

№２  

意見 

・バイアスは一定存在するものと認識し、バイアスが悪い影響を与えないようにすること求めて

いくことが必要ではないか 

市の見解 
・条例（ 案） に反映予定 

 基本理念を修正 

 

№３  

意見 

・アカウンタビリティの観点が必要 

・説明責任や透明性だけではなく、責任の所在や誰が責任をとるのかというのを示すことが重

要 

市の見解 
・条例（ 案） に反映予定 

 基本理念に追加   

 

№４  

意見 

・既存サービスを導入もしくは、システム開発など業務によって様々だが、それぞれのケースで

責任分界点を明確にすることが重要 

市の見解 
・条例（ 案） に反映予定 

 基本理念に追加 

パブリック 

コメント 

【AI 関連技術の研究開発を行っている民間企業の意見】 

・AI の技術価値は効率化だけでなく、「業務遂行能力の向上」など、「人的ストックの拡大」 

  に資する効果なども視野に入れて新たな効果を模索していくことが重要 

・一方、人的資本に資する効果を評価するのは難しいため、市内部で検討する情報を可能 

 な限り公開し、民間企業と協働のもと、さらなるアイディアを生み出してほしい 

市の見解 

・基本指針（ 案） に、「AI  の積極的活用による市民サービスの向上」を記載しているが、

伝わりやすいよう表現の工夫を検討する 

・なお、民間企業との協働については、「基本指針（ 案） ③市民及び事業者が AI を効果

的に活用するための施策」の一つとして対応を検討する 

「 基本理念」 の反映状況 

   

 

重大性よう

(3)基本理念 

 市が AI 活用に関する施策を行う 際の基本理念は次のと おり です。  

 ①基本的人権及び社会の多様性を尊重し 、 人間を支援する技術と し て AI を活用する

こ と  

②個人及び社会が抱える様々な課題の解決を 図り 、 持続可能な社会を 実現するために

AI を積極的に活用するこ と  

③プラ イ バシー及び安全性に十分配慮し て AI を活用するこ と  

④AI の活用によっ て人間が不当な差別を受けるこ と のないよう 社会に潜在的に存在

するバイ アスにも 留意し て公平性を最大限確保すると と も に、AI の判断についての透

明性に留意し て活用するこ と （ №２ ）  

⑤AI が市民の権利利益に影響を与える可能性を認識し 、その活用についての責任の所

在を明確にするこ と （ №３ ）（ №４ ）  

⑥議会に対する説明に当たっ ては、AI による判断に委ねてはなら ず、議会における議

論の重大性を踏まえ、AI を 効果的に活用し ながら も 、説明する者が自ら 責任を 負っ て

説明を行う こ と  

⑦AI に関する高いリ テラ シーを持っ た職員の育成に努めると と も に、市民及び事業者

が AI の効果及びリ スク を判断するこ と に資する情報の提供に努めるこ と  

 

№１  「生物多様性」「資産の保全」を含むものと位置づけ 

 
: 条例に記載 
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「 基本指針」 に対する意見 

   

 

４ ． 基本指針について 

 ・ 基本指針と し て掲げる内容に不備がないか 

 

№４  

意見 

ハルシネーション（ 嘘） やドリフト（ 間違い） があるという AI の弱点を受け止めて運用する

こと 

市の見解 
・基本指針（ 案） に反映を検討 

 ①AI 活用に関する基本的な事項で記載 

 

№２  

（ 再掲）  

・バイアスは一定存在するものと認識し、バイアスが悪い影響を与えないようにすること求めて

いくことが必要ではないか 

市の見解 
・基本指針（ 案） に反映を検討 

 ①AI 活用に関する基本的な事項で記載 

 

 

 

 

 

№６  

意見 

・「データの影響範囲」の項目について、計画策定にAI を活用し、その判定結果の検証が

⾧期にわたるような場合、⾧いスパンで結果のフォローが必要となる 

市の見解 

・基本指針（ 案） に反映を検討 

 ①AI 活用に関する基本的な事項で記載 

 リスクアセスメントを実施すべきタイミングを定める（ Ex. 導入前、AI の種類（ 追加学習の

有無、ディープラーニングの有無） により導入後も継続的なチェックを行う 

№７  

意見 

・ AI の種類や提供事業者により 、 学習データ の取り 扱いや利用規約も 大き く 異なる。

新し い技術の導入など、利用規約も 変わり 続けるため、継続的にチェ ッ ク する体制が

必要になる 

市の見解 
・ 基本指針（ 案） に反映を検討 

 ①AI 活用に関する基本的な事項で記載 

№18 

（ 再掲）  

・導入時だけではなく、導入後も定期的に安全性のチェックを行うことを求めてもよいのではな

いか  

市の見解 

・基本指針（ 案） に反映を検討 

 ①AI 活用に関する基本的な事項で記載 

 リスクアセスメントを実施すべきタイミングを定める（ Ex. 導入前、AI の種類（ 追加学習の

有無、ディープラーニングの有無） により導入後も継続的なチェックを行う 

「 リ スク アセスメ ント 」 に対する意見② 

 

 

 

  

 

 

 : 基本指針に記載 

(4)基本指針 

 市は AI 活用に関する施策を行う ために次のこ と を内容と する基本指針を定めます。  

 ①市における AI 活用に関する基本的な事項 

  ・ AI の積極的活用による市民サービスの向上・ 行政事務の効率化 

  ・ 嘘や間違いが存在する AI の弱点を受け止めて運用するこ と （ №４ ）  

  ・ 差別や偏見につながるバイ アスが発生するリ スク を低減するこ と （ №５ ）  

  ・ 差別や偏見につながるバイ アスが発生するリ スク を認識し 、 対応するこ と （ №５ ）  

  ・ AI に使われている学習データ 、 利用規約については、 定期的に確認を行う こ と  

   （ №６ ）（ №７ ）（ №18）  

  ・ AI が必ずし も 完全でないこ と を前提に、 AI に過度な依存をせず、 共存し つつ、 活用方法に 

ついて継続的な改善を図るこ と （ №８ ）  

 ②市における AI 活用の際のリ スク アセスメ ント  

  ア リ スク アセスメ ント を実施する処分その他の行為（ 以下「 処分等」 と いう 。） の範囲 

イ  リ スク アセスメ ント の項目、 手法その他のリ スク アセスメ ント の実施に関する基本的な事項 

 ③市民及び事業者が AI を 効果的に活用するための施策 

  ・ ユースケースの事例研究をはじ め、 効果的な活用が実践できる取り 組みを行う こ と （ №９ ）  

④神戸市立学校の学校教育における、 AI を適正に活用するための教育 

⑤市の業務を請負・ 受託する 事業者が AI 活用に際し 市に同意を得なければなら ない範囲 

⑥その他、 本市における AI の活用等に関し 必要な事項 

  ・ 市が自ら AI を開発する際には、 国のガイ ド ラ イ ン等に従い、 適切に対応するこ と （ №10）  

（ なお、 データ 提供については既存法令で対応を想定）  

 

・ AI の積極的活用による市民サービスの向上・ 行政事務の効率化 

・ 嘘や間違いが存在する AI の弱点を受け止めて運用するこ と （ №４ ）  

・ 差別や偏見につながるバイ アスが発生するリ スク を 低減するこ と （ №５ ）  

・ 差別や偏見につながるバイ アスが発生するリ スク を 認識し 、 対応するこ と （ №５ ）  

・ AI に使われている学習データ 、 利用規約については、 定期的に確認を行う こ と  

 （ №６ ）（ №７ ）（ №18）  

・ AI が必ずし も 完全でないこ と を 前提に、 AI に過度な依存をせず、 共存し つつ、 活用方法に 

 ついて継続的な改善を図るこ と （ №８ ）  
 

・ ユースケースの事例研究を はじ め、 効果的な活用が実践できる取り 組みを行う こ と （ №９ ）  

・ 市が自ら AI を 開発する際には、 国のガイ ド ラ イ ン等に従い、 適切に対応するこ と （ №10）   

 （ なお、 データ 提供については既存法令で対応を想定）  

 
: 条例に記載 
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